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町
職
員
採
用
候
補
者

　

町
で
は
、
23
年
度
採
用
の
町
職
員

（
資
格
免
許
職
）を
募
集
し
ま
す
。

▼
採
用
職
種
と
採
用
予
定
人
数

栄
養
士　

若
干
名

▼
受
験
資
格　

昭
和
56
年
４
月
２
日

か
ら
平
成
元
年
４
月
１
日
ま
で
に

生
ま
れ
た（
学
歴
は
問
い
ま
せ
ん
）、

管
理
栄
養
士
の
免
許
を
有
す
る
ま
た

は
23
年
５
月
末
ま
で
に
取
得
見
込
み

の
者

▼
試
験
の
方
法

　

一
次
試
験

　

期
日　

９
月
19
日（
日
）

　

場
所　

福
島
県
自
治
会
館

　
　
　
　
（
福
島
市
中
町
８
番
２
号
）

　

内
容

　

短
大
卒
程
度
…
短
大
卒
程
度
の
教

養
試
験
と
、
栄
養
士
と
し
て
の
専
門

試
験
を
実
施
し
ま
す
。

　

二
次
試
験

　

一
次
試
験
合
格
者
に
対
し
て
、
主

と
し
て
人
物
に
つ
い
て
個
別
面
接
・

小
論
文
な
ど
に
よ
り
試
験
を
し
ま
す
。

　

受
験
申
込
用
紙
の
請
求
方
法

　

申
込
用
紙
と
試
験
実
施
要
領
は
、

役
場
総
務
課
行
政
管
理
業
務
で
交
付

し
ま
す
。
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

郵
送
を
希
望
す
る
場
合

　

封
筒
の
表
に「
短
大
卒
程
度
試
験

申
込
用
紙
請
求
」と
朱
書
き
し
、
80

円
分（
定
型
の
場
合
）の
切
手
を
貼
っ

た
、
あ
て
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を

必
ず
同
封
し
て
、
総
務
課
行
政
管
理

業
務
へ
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

受
験
申
込
受
付
期
間

　

７
月
14
日（
水
）～
８
月
13
日（
金
）

※
郵
送
に
よ
る
申
込
書
提
出
の
場
合

は
、
８
月
11
日（
水
）ま
で
の
消
印

有
効

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

行
政
管
理
業
務　

☎（
62
）２
１
１
１

人
権
擁
護
・
行
政
相
談
委

員
合
同
相
談
会

　

毎
日
の
生
活
の
中
で
、
人
権
問
題

で
は
な
い
か
と
感
じ
た
こ
と
や
法
律

の
取
り
扱
い
が
分
か
ら
な
く
て
困
っ

た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

町
で
は
、
次
の
日
程
で
人
権
擁
護

委
員
・
行
政
相
談
委
員
の
合
同
相
談

会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
こ
の
機
会

に
ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時　

７
月
16
日（
金
）　

午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

▼
場
所　

町
役
場
３
階　

日
本
間

▼
そ
の
他　

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

相　

談

中
ノ
沢
温
泉
で
温
泉
祭
り

を
開
催
し
ま
す

　

単
一
口
源
泉
湧
出
量
日
本
一
を
誇

る
中
ノ
沢
温
泉
で
温
泉
祭
り
が
開
催

さ
れ
ま
す
。
当
日
は
温
泉
無
料
開

放
（
要
入
浴
券
）
の
ほ
か
、
吾
妻
小

学
校
児
童
に
よ
る
鼓
笛
隊
パ
レ
ー
ド

や
ち
び
っ
こ
み
こ
し
な
ど
を
実
施
し

ま
す
。
午
後
か
ら
は
楽
し
い
屋
台
が

オ
ー
プ
ン
。
魚
の
つ
か
み
取
り
、
ス

イ
カ
割
り
大
会
や
温
泉
流
し
踊
り
な

ど
イ
ベ
ン
ト
が
盛
り
だ
く
さ
ん
で
す
。

を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

わ
た
し
た
ち
が
普
段
使
用
し
て
い

る
水
。
そ
の
安
全
・
安
心
確
保
の
重

要
性
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
考
え
て

み
ま
し
ょ
う
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

企
画
財
務
課　

企
画
調
整
業
務

☎（
62
）２
１
１
２

10
月
１
日
、
国
勢
調
査
が

実
施
さ
れ
ま
す

　

10
月
１
日
現
在
、
普
段
日
本
国
内

▼
開
催
日
時　

７
月
31
日
（
土
）

午
前
９
時
30
分
か
ら

▼
開
催
場
所

中
ノ
沢
温
泉
広
場

▼
問
い
合
わ
せ
先

温
泉
祭
り
実
行
委
員
会

☎（
64
）３
４
４
９

水
の
大
切
さ
を
考
え
る
機

会
に「
水
の
日
」

　

８
月
１
日
は「
水
の
日
」、１
日
か

ら
７
日
ま
で
は「
水
の
週
間
」で
す
。

　

水
は
、
生
活
や
産
業
を
支
え
る
重

要
な
資
源
で
す
。
ま
た
、
地
域
の
自

然
、
風
土
、
歴
史
や
文
化
と
密
接
に

関
係
し
、
人
間
形
成
に
大
き
な
役
割

に
住
ん
で
い
る
す
べ
て
の
人
と
世
帯

を
対
象
に
国
勢
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　

９
月
下
旬
か
ら
、
調
査
員
が
各
世

帯
を
訪
問
し
て
調
査
票
を
配
布
し
ま

す
。
記
入
し
た
調
査
票
は
、
封
筒
に

入
れ
て
封
を
し
た
上
で
調
査
員
に
渡

し
て
も
ら
う
か
、
町
に
郵
送
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

今
回
の
国
勢
調
査
は
、
わ
が
国
の

人
口
が
減
少
し
は
じ
め
て
か
ら
実
施

す
る
最
初
の
調
査
で
す
。
日
本
の
未

来
を
考
え
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
調

査
で
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

企
画
財
務
課　

企
画
調
整
業
務

☎（
62
）２
１
１
２

調　

査
　戸籍は、生まれてから亡くなるまで
を登録した重要な公簿です。
　本町では、窓口サービスをより一層
充実させるため、町に本籍がある人
の戸籍の電算化の準備を進めており、
22 年 11 月からスタートする予定で
す。電算化することで、戸籍の手続き
がどのように変わるのか、７月号から
10 月号にかけて町民の皆さんにお知
らせします。

◆戸籍を電算化すると、次のよう
になります

①戸籍証明書の交付がスピードアップ
　現在は、紙の簿冊から原本を探し、
複写して交付していますが、電算化に
より簡単に検索・印刷が可能となり、
より迅速に証明書を発行することがで
きます。

②戸籍届出の審査がスピードアップ
　自動審査機能により、正確でスムー
スな届出審査をすることができますの
で、従来の審査処理時間が大幅に短縮
されます。また、出生・婚姻届による
証明書（謄抄本）は、従来７日から 10
日ほどの期間が必要でしたが、電算化
により２、３日程度で交付できるよう
になります。

③戸籍謄本・抄本の書式が変わります
　新たに交付される証明書は、住民票
と同様Ａ４判横書きの箇条書き形式に
変わります。また認証印が朱色から黒
色の電子公印に変わり、複写などによ
る改ざんを防止するため専用の用紙を
使用します。

●問い合わせ先　町民生活課　
　町民生活業務　☎（62）2114

－戸籍事務の電算化について－ №１

　浄化槽は、微生物の働きで汚水をきれいな水にして放流
する「生きている排水処理施設」です。浄化槽を設置すると、
浄化槽法の規定により、①保守点検②清掃③法定検査など
が義務付けられます。これらの維持管理を怠ると、浄化槽
の機能が十分に発揮されず、河川などに汚れた水がそのま
ま流され、水質の悪化や悪臭の発生などを招きます。猪苗
代湖の良好な水環境やわたしたちの生活環境を守るため、
適正な維持管理をお願いします。

①保守点検
　保守点検は、浄化槽の微生物の機能を維持し、浄化槽に
設けられた各設備機器が正常に作動するように調整や保守
作業をするものです。通常は、県に登録された保守点検業
者に委託します。家庭用の小型浄化槽では、最低でも年に
３回の点検を実施しなければなりません（保守点検の回数
は浄化槽の処理法式や規模によって異なります）。

②清　掃
　浄化槽内に溜まった汚泥などの引き抜きや、浄化槽の附
属装置や機械類の洗浄をする作業です。
　通常は、町の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託し、最
低でも年に１回の清掃を実施する必要があります。

③法定検査
　浄化槽法に規定された水質に関する検査のことで、「７
条検査」と「11 条検査」の２種類があります。いずれも県
が指定する指定検査機関（社団法人福島県浄化槽協会）が
実施します。
　※ 18 年２月の浄化槽法の改定により、法定検査を受け
ない浄化槽管理者に対し、町から検査受検の指導、助言、
勧告や命令ができるようになりました。この命令があって
も受検しない浄化槽管理者には、最大 30 万円以下の罰金
が過せられますので、必ず受検してください。

　〈７条検査〉　浄化槽の工事が適正に施行されているか、
浄化槽が本来の機能を発揮しているか、放流水質の基準が
守られているかどうかを検査します。浄化槽を設置し、使
用開始後３カ月を経過してから５カ月以内の間に受検して
ください。
　〈11 条検査〉　浄化槽の保守点検および清掃が適正に実
施されているか、浄化槽の機能が正常に維持されているか、
放流水質の基準が守られているかどうかなどを総合的に判
断するための検査です。毎年１回、定期的に検査を受けて
ください。

●問い合わせ先　上下水道課　下水道業務
　☎（62）5633

総
務
課　

秘
書
広
報
業
務

☎（
62
）２
１
１
１

役
所
や
特
殊
法
人
へ
の
苦

情
を
受
け
ま
す

　

国
、
県
、
市
町
村
な
ど
の
役
所
や

Ｎ
Ｔ
Ｔ
な
ど
の
特
殊
法
人
の
仕
事
に

つ
い
て
、
苦
情
、
意
見
や
要
望
を
受

け
る
の
が
行
政
相
談
会
で
す
。

▼
町
行
政
相
談
委
員

　

宮
沢　

重
正
さ
ん（
下
舘
）

　

☎（
66
）３
９
９
５

▼
開
催
日
時

　

７
月
21
日（
水
）、
８
月
18
日（
水
）

　

午
後
１
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

▼
会
場　

町
役
場
３
階　

日
本
間

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
業
務

☎（
62
）２
１
１
１

募　

集

いなわしろタウンページTown Information まちのお知らせ

浄化槽を使用している皆さんへ
適正な維持管理をお願いします

催　

し
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日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
を

勧
め
て
い
ま
す

　

町
で
は
、
今
年
４
月
１
日
以
降
に

満
３
歳
に
な
る
子
ど
も
（
19
年
４
月

１
日
～
20
年
３
月
31
日
生
ま
れ
）
に

対
し
て
、
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
を

勧
め
て
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
子
ど
も
を
持
つ
保
護

者
に
は
、
町
の
３
歳
児
健
診
で
詳
し

い
説
明
を
し
ま
す
の
で
、
３
歳
児
健

診
後
、
早
め
に
接
種
を
受
け
さ
せ
ま

し
ょ
う
。
４
歳
か
ら
７
歳
半
ま
で
の

子
ど
も
で
接
種
を
希
望
す
る
場
合
は
、

町
保
健
福
祉
課
に
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。
接
種
を
受
け
な
い
ま
ま
対
象
年

齢
を
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
人
や
、
２
期

対
象
者
（
９
～
13
歳
未
満
）
へ
の
接

種
に
つ
い
て
は
、
国
の
方
針
が
決
定

次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
接
種
料
金

対
象
者
は
無
料
（
公
費
負
担
）

●
接
種
方
法　

医
療
機
関
で
の
個
別

接
種
と
な
り
ま
す
。

◇
最
近
町
に
転
入
し
た
ば
か
り
な
ど

で
、
対
象
と
な
る
子
ど
も
が
い
る
人

は
、
町
保
健
福
祉
課
ま
で
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

健
康
づ
く
り
業
務　

☎（
62
）２
１
１
５

住
宅
火
災
か
ら
あ
な
た
の

命
を
守
り
ま
す

　

町
消
防
団
か
ら
の
お
知
ら
せ
で
す
。

い
つ
あ
な
た
を
襲
う
か
わ
か
ら
な
い

住
宅
火
災
。
か
け
が
え
の
な
い
大
切

な
命
と
財
産
を
守
る
た
め
、
住
宅
用

火
災
警
報
器
を
早
め
に
設
置
し
ま

し
ょ
う
。
設
置
場
所
は
、
寝
室
お
よ

び
階
段（
寝
室
が
２
階
以
上
に
あ

る
場
合
）の
天
井
ま
た
は
壁
の
高
い

部
分
で
す
。
火
災
警
報
器
に
つ
い
て

の
質
問
は「
住
宅
用
火
災
警
報
器
相

談
室
」ま
で

（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

☎
０
１
２
０（
５
６
５
）９
１
１

８
月
は
個
人
事
業
税
の
納

入
を
忘
れ
ず
に

　

個
人
事
業
税
は
、県
内
に
事
務
所
・

事
業
所
を
設
け
て
、
物
品
販
売
業
や

不
動
産
貸
付
業
な
ど
、
一
定
の
事
業

を
営
ん
で
い
る
人
に
納
め
て
も
ら
う

県
の
税
金
で
す
。
会
津
地
方
振
興
局

いなわしろタウンページTown Information まちのお知らせ

税　

金

出
し
、
確
認
を
受
け
ま
す
。
確
認
さ

れ
た
納
付
書
送
付
依
頼
書
を
県
税
部

に
提
出
す
れ
ば
手
続
き
終
了
で
す
。

詳
し
い
こ
と
は
、
左
記
ま
で
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

県
会
津
地
方
振
興
局
県
税
部

課
税
第
一
課　

事
業
税
チ
ー
ム

☎（
29
）５
２
５
１

・
第
73
号
「
地
縁
に
よ
る
団
体
の
認

可
に
つ
い
て
『
新
屋
敷
自
治
会
』」

（
総
務
課
行
政
管
理
業
務
）

・
第
74
号
「
充
当
通
知
書
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
75
号
「
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
無
効
告
示
」

（
町
民
生
活
課
国
保
年
金
業
務
）

・
第
76
号
「
行
旅
死
亡
人
取
扱
告
示
」

（
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
業
務
）

告　

示

・
第
71
号
「
公
売
通
知
書
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
72
号
「
交
付
要
求
書
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
77
号
「
農
業
経
営
基
盤
の
強
化

の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
構
想
の

変
更
」（
農
林
課
農
林
業
務
）

・
第
78
号
「
充
当
通
知
書
の
公
示
送

達
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
79
号
「
不
動
産
等
の
最
高
価
申

込
者
決
定
通
知
書
の
公
示
送
達
に
つ

い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

公　

告

・
第
31
号
「
猪
苗
代
町
農
業
振
興
地

域
整
備
計
画
の
変
更
手
続
き
に
つ
い

て
」（
農
林
課
農
林
業
務
）

・
第
32
号
「
抑
留
犬
の
公
告
に
つ
い

て
」（
町
民
生
活
課
生
活
環
境
業
務
）

・
第
33
号
「
情
報
公
開
の
実
施
状
況

の
公
表
」（
総
務
課
秘
書
広
報
業
務
）

・
第
34
号
「
個
人
情
報
開
示
の
実
施

状
況
の
公
表
」

（
総
務
課
秘
書
広
報
業
務
）

・
第
35
号
「
平
成
23
年
度
職
員
採
用

候
補
者
試
験
（
栄
養
士
）」

（
総
務
課
行
政
管
理
業
務
）

・
第
36
号
「
不
動
産
等
最
高
価
申

込
者
決
定
の
公
告
に
つ
い
て（
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
第
２
号
）」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
37
号
「
猪
苗
代
都
市
計
画
変
更
・

決
定
に
係
る
公
聴
会
開
催
に
つ
い

て
」（
建
設
課
都
市
整
備
業
務
）

※
告
示
・
公
告
さ
れ
た
内
容
に
つ
い

て
は
、
役
場
前
掲
示
板
を
ご
覧
に
な

る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
課
に
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

掲
示
板

　わたしたちの２人に１人ががんにな
り、そのうち、３人に１人が亡くなって
います。がんは他人事ではありません。
がんで命を落とさないためには、一体ど
うすればいいのでしょうか。
　世界一安くて、とても有効な特効薬。
それががん検診です。特に女性特有のが
ん（子宮頸がん、乳がん）検診は有効で、
早期発見できる効果が実証済みです。こ
の女性特有のがん検診を無料で受けられ
るのが、この事業です。

●対象者
　前年度（21 年４月２日から 22 年４月１
日までの間）に、20、25、30、35、40 歳
になった女性は子宮頸がん無料検診、40、
45、50、55、60 歳になった女性は乳がん
無料検診の対象です。対象者には、女性特
有のがん検診の「がん検診無料クーポン」と、
ガンについて分かりやすく説明した「検診
手帳」が配布されました。
　無料クーポン券の有効期限は、22 年 12
月 31 日になっていますが、期間の後半は、
どの医療機関も大変込み合います。施設検
診を希望する人は、早めに予約を入れて受
診してください。

●問い合わせ先
　保健福祉課　
　健康づくり業務
　☎（62）2115

女性特有のがん検診推進事業
県
税
部
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
税
通
知

書
で
、
年
税
額
を
８
月（
第
１
期
分
）

と
11
月（
第
２
期
分
）の
２
回
に
分

け
て
納
め
ま
す
。
た
だ
し
、
年
税
額

が
１
万
円
以
下
の
場
合
に
は
、
８
月

（
第
１
期
分
）に
一
括
し
て
納
め
て

い
た
だ
き
ま
す
。

納
入
に
は
便
利
な
口
座
振

替
が
あ
り
ま
す

　

個
人
事
業
税
に
は
、
便
利
な
口
座

振
替
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

納
税
通
知
書
に
同
封
さ
れ
た
預
金

口
座
振
替
依
頼
書
を
金
融
機
関
に
提

予　

防

写真は
住宅用火災警報器

月　日 受付時間 会　　場 対象地区

8 月６日（金）
   8：45 ～   9：15 翁島小学校体育館 翁島地区
10：00 ～ 10：30 緑小学校体育館 月輪地区
13：30 ～ 14：30 川桁体育館 長瀬地区

８月 27 日（金）
   9：00 ～    9：30 中ノ沢体育館 吾妻地区10：30 ～ 11：00 吾妻小学校体育館
13：30 ～ 14：30 農村環境改善センター 千里地区

８月 30 日（月）

   9：00 ～ 10：00

農村環境改善センター

四ツ谷、名古屋町、古城町、
本町、旭町、新町イ・ロ、上
新町、九軒町、半坂

13：30 ～ 14：30
中町、神明町、新北町、新堀向、
今泉、見祢、沼ノ倉、渋谷、
長坂、土町、祢次、見祢山、
川上、葉山、スキー場、桜ケ丘、
千貫、猪苗代行政区外

　子宮頸がん検診は、20 歳から 79 歳までの女性を対象に「集団検診」と「施設検診」
の２つの方法で実施します。骨粗しょう症検診は、20 歳から 70 歳までの５歳刻み
の年齢の女性を対象に、子宮頸がん検診の「集団検診」と一緒に実施します。

検診手帳がん検診無料クーポン

●施設検診（子宮頸がん検診：1,000 円、※子宮体がん検診：1,000 円）
　８月２日（月）～９月 30 日（木）
※子宮体がん検診は、50 歳以上または閉経以後の人で、過去６カ月以内に不正出
血のあった人が対象です。子宮体がん検診は、「施設検診」だけの実施となります。

　４月に実施した「平成 22 年度各種検診申し込み調査票」に基づいて受診録を配布
しますが、申し込みをしていない人も子宮がん検診は受診できます。ぜひ隣近所の
人や友人を誘って受診してください。施設検診を希望する人、また、申し込みをし
たのに受診録が届かないという人は、保健福祉課まで連絡してください。
　検診当日は、診察を受けやすい服装（ゆったりとしたスカートなど）で受診録と
検診料を持参してください。施設検診を受ける人は、健康保険証も併せて各指定医
療機関に持参してください。
　子宮頸がんは、20 ～ 30 歳代の若い世代での増加が目立っています。しかし、早
期発見でほぼ 100％治せます。20 歳になったら、子宮頸がん検診を受けましょう。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　■問い合わせ先　保健福祉課　健康づくり業務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎（62）2115

子宮がん・骨粗しょう症検診が始まります

●集団検診（子宮頸がん検診：500 円、骨粗しょう症検診：200 円）


